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10平成 28（2016）年６月号

　「市民後見人」は、地域福祉活動として判断能力が十分でない方の生活を身近な立場で支え、
権利を守るボランティアの市民活動です。「社会貢献への意欲と熱意のある方」「市民後見人って
どんなことをするの？」と関心のある方、ぜひご参加ください。

▼日時・場所
○６月 14 日（火）14 時～ 16 時 30 分　富田林市消防本部４階視聴覚室
○６月 18 日（土）14 時～ 16 時 30 分　岸和田市立福祉総合センター
○６月 25 日（土）14 時～ 16 時 30 分　泉佐野市立社会福祉センター３階
○７月９日（土）14 時～ 16 時 30 分　大阪社会福祉指導センター５階ホール
※同じ内容で実施しますので、いずれかにご参加ください。
※オリエンテーション後の市民後見人養成講座の受講の対象は、平成 29 年４月１
日の年齢が満 25 歳以上 70 歳未満の方です。（オリエンテーションの参加は、年齢
による制限はありません。）

▼問合せ・申込み　○高齢福祉課　☎ 492 ‐ 2716　
　　　　　　　　　○大阪府社会福祉協議会大阪後見支援センター　☎ 06 － 6764 － 7760

　児童手当を受給している方は、引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）が
あるかどうかを確認するために、毎年６月に「現況届」の提出が必要です。現況届の提出がないと、
６月分以降の手当が受けられなくなりますので必ず手続きをして下さい。
▼受付期間　６月１日（水）～ 30 日（木）　９時～ 17 時 30 分　※土・日を除く
▼受付場所　子育て支援課　※郵送可。６月 30 日（木）までに投函してください。
▼提出書類
○児童手当現況届（全受給者）
○健康保険被保険者証の写し（児童や配偶者のものは不可。また岬町国民健康保険に加入者は不要）
○平成 28 年１月１日現在、岬町に住所がなかった方は、前住所地の市区町村長が発行する平成 28
年度所得証明書
○児童と別居している場合は別居監護申立書および児童の属する世帯全員の住民票
▼注意事項
○出生や転入などで新たに児童手当の支給対象となった場合は、すみやかに「認定請求」の手続き
をしてください。また、児童手当を受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合は、「額改定
請求」の手続きが必要です。
○手当の支給は請求を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などで資格ができたときは、
15 日以内に請求をいただくと、資格ができた日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給さ
れませんのでご注意ください。
○公務員の方は、勤務先への申請となりますので勤務先へお問い合わせください。
▼送付先　〒 599 ‐ 0392　岬町深日 2000 番地の１　岬町役場　子育て支援課　宛

市民後見人養成講座説明会のご案内

児童手当の「現況届」は忘れずに

▼申請先・問合せ　子育て支援課　☎ 492 ‐ 2709
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11 平成 28（2016）年６月号

◆泉南警察署からお知らせ
■レターパック、宅配便で送れ
はすべて詐欺！
　レターパックや宅配便で現金
を送ることは郵便法や各事業者
の約款で禁じられています。加
えて、真っ当な商取引では、送
金の有無・金額をめぐる事後の
紛議を防ぐため、送金記録の残
らないレターパックや宅配便で
現金を遅らせることはあり得ま
せん。どんな理由であれ、「レ
ターパック、宅配便で現金送れ」
はすべて詐欺の手口なので絶対
に送らないで下さい。
■大阪府自転車条例発令！
　平成 28 年４月１日から大阪
府自転車条例が施行されまし
た。条例の４つの柱として、自
転車保険の加入義務化（同年７
月１日施行）、自転車の安全利
用、交通安全教育の充実、交通
ルール・マナーの向上が掲げら
れました。これらを守り、自転
車の交通事故防止に努めましょ
う。
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 1234

◆介護送迎車運転講習会
　受講者募集
　岬町にお住まいの 60 歳以上
の方へお知らせです。
　厚生労働省・大阪労働局の委託
事業として、介護施設等の送迎運
転者として派遣就業を目指して
介護送迎車運転講習会を実施し
ます。（岬町シルバー人材センタ
ーの会員でない方は講習終了後
会員になっていただきます。）
　修了者には国土交通大臣認定
の修了証が交付されます。
▼講習名　介護送迎車運転講習
▼受講対象者　岬町在住の 60
歳以上で運転免許証をお持ち
で、派遣就業を希望される方
▼受講料・定員　無料・15 名
▼募集期間　６月１日（水）～
６月 17 日（金）
▼ 講 習 日　 ６ 月 28 日（ 火 ）・
29 日（水）の 2 日間
▼講習会場　岬町文化センター
▼講習内容　介護送迎に必要な
福祉車両運転や車いすの取り扱
いを座学と実技を通じ習得
▼応募方法　申込書に必要事項
記入の上、ご応募ください。申

◆第 19 回大阪府介護支援
専門員実務研修受講試験

▼受験資格　医師、看護師、介
護福祉士等、保健・医療・福祉
の各分野において５年以上かつ
900 日以上（介護業務で国家資
格等を有していない場合は 10
年以上かつ 1800 日以上）の実
務経験を有する方
▼試験要領（受験申込書）配布
時期　５月 25 日 ( 水 ) から６
月 20 日 ( 月 ) まで
▼配布場所　府保健所、市区町
村の介護保険担当課など
▼受付期間　５月 25 日 ( 水 )
から６月 20 日 ( 月 ) まで
▼受付方法　簡易書留による郵
送のみ（当日消印有効）
▼試験日　
10 月２日（日）　10 時から
▼問合せ　一般財団法人　大阪
府地域福祉推進財団（ファイン
財団）ケアマネ係
　　　　☎ 06 ‐ 6763 ‐ 8044

募　集

　岬町では、相談内容に応じて各種相談窓口を設けています（岬だより 15 ページに記載）。相
談された方から相談に対する応対や、満足度などを把握し、より一層、相談窓口業務の質の向上
を図ることを目的としてアンケートを実施しております。
　各相談窓口をご利用の際、アンケート用紙をお配りさせていただきます。ご記入いただいたア
ンケートについては、岬町役場、保健センター、子育て支援センター、文化センターにアンケー
ト回収箱を設置しておりますので、お近くの回収箱にお入れください。ご協力ください。

相談利用者アンケート実施中

▼問合せ　地域福祉課　☎ 492 ‐ 2700

込書の入手は下記まで
▼問合せ・申込先　
○公益社団法人大阪府シルバー
人材センター協議会　
　　　　☎ 06 ‐ 6208 ‐ 2302
○一般社団法人  岬町シルバー
人材センター　☎ 415-1499

その他
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12平成 28（2016）年６月号

制度 概要
新築住宅取得補助制度 新築住宅取得補助金として最大 20万円まで補助
中古住宅取得補助制度 中古住宅取得補助金として最大 10万円まで補助
賃貸住宅家賃補助制度 賃貸住宅家賃補助金として月額１万円（最大 36か月）を補助
結婚新生活支援補助制度
（平成 28年度新規制度）

新婚世帯の住居費、引越し費用として最大 18万円まで補助

出産祝い金制度 出産された世帯に３万円の商品券を補助

※各補助制度には、それぞれ条件があります。また、各補助制度は、予算額に達しますと終了し
ますのでご注意ください。
　詳しくは町ホームページ又はお問合せください。

ご存知ですか、定住促進補助制度について

▼問合せ　まちづくり戦略室地方創生企画政策担当　☎ 492 ‐ 2775

人　権

◆「就職差別撤廃月間」
～しない させない 就職差別 ～
　就職の面接で、家族の出身地
や職業、思想、信条などについ
て質問することは、本人に責任
のない事項や本来自由であるべ
き事項で応募者を判断すること
になり、就職差別につながるお
それがあります。
　大阪府では、６月を「就職差
別撤廃月間」と定め、啓発事業
に取り組んでいます。就職の機
会均等を保障することの大切さ
について皆さんのご理解をお願
いいたします。
▼就職差別 110 番
※採用面接時等の差別につい
て、相談、関係機関の紹介等を
行います。
☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9518

（６月 15 日 ( 水 ) ～ 17 日 ( 金 ) 

◆全国一斉「子どもの人
権 110 番」強化週間　

　法務省の人権擁護機関では、
「子どもの人権 110 番」を設置
し、子どもをめぐる人権問題に
ついて相談を受けるなど、子ど
もの人権問題の解決に努めてお
りますが、今般下記のとおり強
化週間を実施します。
▼子どもの人権 110 番
　☎ 0120 ‐ 007 ‐ 110
※相談は無料で秘密は厳守します。
▼実施期間　６月 27 日（月）
から７月３日（日）まで
▼受付時間　
　８時 30 分から 19 時まで
※７月２日（土）・７月３日（日）
は 10 時から 17 時まで

（※通常は平日の８時 30 分か
ら 17 時 15 分まで）
▼相談内容
　いじめ、不登校、体罰、児童
虐待など子どもの人権問題

▼担当者　
　人権擁護委員、法務局職員
▼問合せ　大阪法務局人権擁護部
　　　　☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9496

10 時～ 18 時）
▼ Email　rosei-g04@sbox.pref.
osaka.lg.jp（E ﾒｰﾙでの相談受付
は 6 月中随時）
▼問合先　
　大阪府商工労働部雇用推進室
　　　　☎ 06 ‐ 6941 ‐ 0351

　ふるさと納税を騙っ
た振込め詐欺にご注意
ください。
　岬町から、電話で寄
附金の納付を勧誘した
り、ATM 操作を指示
したりすることは一切
ございません。

振込め詐欺に注意！

▼問合せ　
　まちづくり戦略室
　　地方創生企画政策担当
　　　　　　☎ 492 ‐ 2775
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13 平成 28（2016）年６月号

　熱中症は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節が
うまく動かなくなり、体内に熱がこもった状態を言います。屋外だけでなく室内でも発症するので注意
が必要です。また、６月～７月の晴れ間や、梅雨明けの蒸し暑くなった時期にも熱中症は多く見られま
すのでご注意ください。

熱中症にご注意ください！

■熱中症の症状
　熱中症は軽い症状であっても急に重症になることがあり、命にかかわることもあるので注意が必要です。
▼軽度　めまい・立ちくらみ・筋肉痛・汗がとまらない
▼中度　頭通・吐き気・体がだるい（倦怠感）・虚脱感
▼重度　意識がない・けいれん・高い体温である・呼びかけに対し返事がおかしい・まっすぐに
歩けない、走れない
■熱中症の予防方法
▼暑さを避ける
○扇風機やエアコンで温度を調節　 　○遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
○室温をこまめに確認　　　　　　○日傘や帽子の着用
○日陰の利用、こまめな休憩　　　○天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える
○通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
○保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす等
▼こまめに水分を補給する
　室内でも外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液などを補給する。
　詳しくはホームページをご確認ください
▼ホームページ
○厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
○環境省　http://www.wbgt.env.go.jp/

　例年社資募集については、皆様方の温かいご理解とご協力により、多額の応募にあずかり誠に感
謝にたえません。本年においても６月 30 日までを社資募集の運動月間として、事業の趣旨の普及
等を図ることになっております。皆様からの社資を基に日本赤十字社において災害救護活動をはじ
め国際活動、医療・血液事業、福祉事業など数々の事業を推進してまいります。
　岬町分区としても目安額達成の運動を展開いたしたく存じますので、何とぞご協力下さいますよ
うお願い申し上げます。
　尚、岬町の本年度の目安額は下記のとおりですので、ご協力の程お願い申し上げます。

平成 28年度社資募集
（日本赤十字募金）

▼平成 28 年度日本赤十字社社資岬町目安額　￥898,000

▼問合せ　地域福祉課福祉係　☎ 492 － 2700

▼問合せ　保健センター　☎ 492 ‐ 2424
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14平成 28（2016）年６月号

人 の 動 き

平成 28 年５月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６１２
１６，３６９人
   ７，６９１人
   ８，６７８人

（　１１）
（－１４）
（－　４）
（－１０）

前月比

税
◆６月の納税
■町府民税
　第１期分及び全期分
▼納期限　６月 30 日（木）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局、コンビニエンス
ストアで納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金残
高をお確かめください。振替日又
は払込日は、６月 30 日（木）です。
■口座振替のおすすめ
　納税には口座振替が便利です。
預貯金をされている金融機関や
郵便局へ、通帳に使用されてい
る印かんを持参して口座振替日
の２か月前までにお申し込みく
ださい。６月末までに手続きを
済ませますと、平成 28 年度第２
期分からの町府民税及び平成 28
年度第３期分からの固定資産税
の引き落としができます。
▼問合せ　税務課　納税係　

☎ 492 － 2765　

◆税務署からお知らせ
■租税教室のご案内
○学校へ講師を派遣します　
　泉南地区租税教育推進協議会

（泉佐野税務署内　担当総務課
長補佐）では、教育関係者並び
に児童・生徒に対する租税教育
資料、教材等の作成・配付・貸

与や児童・生徒・社会人等を対
象に租税教室への講師の派遣な
どの事業を行っています。
○職場体験を受け入れます
　税務署では、職場体験や職場
見学の受け入れも行っていま
す。日程は、１時限～２日間な
ど柔軟に対応でき、パソコンな
どを使用して税務署の仕事を楽
しく体験できます。
　また、幼稚園（保育園）から
社会人（ＰＴＡや職場グループ
など）まで、幅広く受け入れます。
※「泉南地区租税教育推進協議
会」とは泉佐野税務署管内の小・
中・高等学校などの教育関係者、
国・府・県・市区町村の税務関
係者・教育員会、税理士会及び
納税協会などの関係機関が協力
して、租税教育の推進を図るた
めに設けられた組織です。
▼問合せ　泉佐野税務署総務課
　　　　　　　☎ 462 ‐ 3471

年　金
◆年金振込通知書の送付
　年金振込通知書とは、年金受
給者の方に対して、毎年６月に
各支払期の年金支払額をお知ら
せするものです。
　公的年金の年金額は、賃金・
物価の変動に応じて年度ごとに
改定が行われますが、賃金上昇
率が物価上昇率よりも小さい場
合、賃金上昇率で改定すること

となります。
　平成 27 年度の年金額は、賃
金上昇率が物価上昇率より小さ
いため賃金上昇率が改定されま
したが、平成 28 年４月以降に
ついても平成 27 年度同様に賃
金・物価によるスライドは行わ
れず据え置きとなります。
　ただし、平成 27 年 10 月に
施行された被用者年金一元化法
により、年金額（年額）の端数
処理がそれまでの 100 円未満
四捨五入から１円未満四捨五入
に改められたため、平成 28 年
４月分から月額で数円の増減が
生じます。
　なお、通知書を失くされた場
合の再発行については、年金事
務所等及びねんきんダイヤルで
受け付けています。くわしくは
お問い合わせください。
▼問合せ　
貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122
役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

　町内のこどもを犯罪から
守るため、みなさまのご
協力をお願いします。

岬町教育委員会

毎月８日は
「こども安全デー」です！

毎月８日は
「こども安全デー」です！

※地域安全ボランティア
の登録は随時受付してい
ます。
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ６月８日（水）・22 日（水）
14 時〜 17 時（定員６名）

水道庁舎一階会議室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ６月 15 日（水）
10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　９時～ 17 時
■障がい者出張相談（要予約）
　６月22日（水）13時30分〜16時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　９時〜 17 時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　13 時 30 分〜 15 時（要予約） 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ６月 10 日（金）13 時〜 16 時 役場監査委員室
産業観光課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

６月７日（火）・21 日（火）
13 時 30 分〜 15 時

役場監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

月・火・木曜日（祝日は除く）の
９時〜17時　※受付は16時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 − 3270

水・金曜日（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内）☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

火・水・木曜日（祝日は除く）の
９時～17時　※受付は16時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 － 3270

金曜日（祝日は除く）の
９時～ 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内）☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談

平日（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 － 3270

月・木（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎ 494 － 1508

◆障がい者就労・生活相談 平日　９時〜 17 時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　９時〜 17 時 30 分 保健センター　☎ 492 − 2424
◆心の健康相談 ６月 29 日（水）　10 時～正午 保健センター　☎ 492 − 2424
◆乳幼児育児健康相談 ７月４日（月）　10 時～正午 保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350
◆療育相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）６月 21 日（火）13 時～ 16 時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆出張福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　６月７日（火）　11 時～ 13 時　
■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　６月８日（水）　13 時～ 15 時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　６月 15 日（水）10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　６月 22 日（水）10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633

◆福祉なんでも相談
　　　　　　　（要予約）平日　９時～ 17 時 30 分 ■いきいきネット相談支援センター　

　☎ 492 ‐ 2955

◆生活困窮に関する相談
  （随時の場合は要予約）

■役場相談室
　６月８日（水）14 時～ 16 時

■大阪府岸和田子ども家庭センター
　生活福祉課　はーと・ほっと相談室
　☎ 441 ‐ 2760
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公式 Facebook

（QR コード）

　深日港の活性化と洲本市との交流を目的として、深日港
活性化イベント深日港フェスティバルが深日港（旧フェリ
ー乗場）で開催されます。
　泉州南広域消防本部消防フェアーを同時開催！！
　うずしお観光船日本丸の大阪湾ミニクルーズ、孫市の会
鉄砲演武、淡路人形浄瑠璃も開催されます。
　今年もぜび会場にお越しください。

◆会場イベント
　地元や淡路島の特産品、手作り品などを販売します。

◆ステージイベント（出演予定）
　▼教円幼稚園　▼孫市の会　▼よさこいソーラン美咲
　▼太鼓集団　潮　▼淡路人形座　
　▼淡路島三熊踊り保存会　三熊連　

昨年の様子

◆うずしお観光船日本丸大阪湾ミニクルーズ
　　毎年、ご好評いただいているミニクルーズ。小島・大川沖
　方面に２回就航します。（コースは２回とも同じです。）
　▼就航時間
　〇１回目　12時10分～12時55分　
　〇２回目　13時30分～14時15分　
　▼募集定員　各 400名
　▼参加費　１人 500円
　　　　　（高校生以下無料　※小学生以下は大人の同伴が必要）
　▼募集方法　当日会場受付
　▼受付開始　10時 30分～
　　※荒天時は中止となります。また、会場には駐車場がありま
　　せんので、来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

◆泉州南広域消防本部消防フェアー
　30ｍはしご車、子ども救助体験コーナー、煙体験などを予定。

▼主　催　深日港活性化イベント実行委員会
▼共　催　みなとオアシスみさき
▼後　援　国土交通省近畿地方整備局、国土交通省近畿運輸局、大阪府、岬町教育委員会
▼問合せ　深日港活性化イベント実行委員会事務局
　　　　　岬町まちづくり戦略室　☎ 492－ 2775
　※イベントの詳細は後日の新聞折込み、岬町ホームページをご覧ください。

今年も深日港にうずしお観光船「日本丸」がやってくる！

         　第５回深日港活性化イベント

 深日港フェスティバル

◆とき　６月 26日（日）
　            11 時～ 15時
◆ところ　深日港
　（雨天決行、荒天中止）

同時開催：泉州南広域消防本部消防フェアー

～海でつながるプロジェクト～

うずしお観光船　日本丸

（本事業は、( 公財 ) 日本財団の助成を受けて、海でつな
がるプロジェクトの一環として開催されます。）


